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第５回南部町議会定例会 

  

議事日程（第５号） 

平成18年９月14日（木）午前10時開議 

 

第 １ 議案第142号 平成17年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について          

第 ２ 議案第143号 平成17年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について  

第 ３ 議案第144号 平成17年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

          いて                                

第 ４ 議案第145号 平成17年度南部町ボートピア交付金事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て                                 

第 ５ 議案第146号 平成17年度南部町共同墓地公園特別会計歳入歳出決算認定について    

第 ６ 議案第147号 平成17年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について    

第 ７ 議案第148号 平成17年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について      

第 ８ 議案第149号 平成17年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について      

第 ９ 議案第150号 平成17年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について  

第 10 議案第151号 平成17年度南部町国民健康保険名川病院事業会計決算認定について    

第 11 議案第152号 平成17年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について   

第 12 議案第153号 平成17年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について  

第 13 議案第154号 平成17年度南部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について    

第 14 議案第155号 平成17年度南部町営地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について   

第 15 議案第156号 平成17年度南部町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  

第 16 議案第157号 平成17年度南部町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  

第 17 議案第158号 平成17年度南部町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について  

第 18 議案第159号 平成17年度南部町大字上名久井財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 19 議案第160号 平成17年度南部町大字平財産区特別会計歳入歳出決算認定について    

第 20 議案第161号 平成17年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計歳入歳出決算認定に 

          ついて                               

第 21 議案第162号 平成17年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計歳入歳出決算 

          認定について                            
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第 22 議案第163号 平成17年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定について     

第 23 南部町農業委員会委員の推薦について                       

第 24 請願第１号 ふくちジャックドセンターに関する請願書               

第 25 陳情第４号 町道相内103号線の拡幅改良舗装整備についての陳情書          

第 26 陳情第５号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員定数改善計画の実施に関する意見 

書の提出を求める陳情書                       

第 27 発議第14号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員定数改善計画の実施に関する意見 

書案                                

第 28 総務企画常任委員会報告                             

第 29 農林商工常任委員会報告                             

第 30 教育民生常任委員会報告                             

第 31 建設常任委員会報告                               

追加第１ 報告第28号 平成17年度青森県新産業都市建設事業団の決算報告について      

追加第２ 議案第186号 八戸圏域水道企業団規約の変更について               

追加第３ 議案第187号 人権擁護委員の候補者の推薦について                

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（38名） 

  1番  河門前 正 彦 君       2番  高 橋 隆 博 君 

  3番  川守田 倉 松 君       4番  沖 田 豊 治 君 

  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

  7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

  9番  庭 田 豊 茂 君      10番  夏 坂 清 蔵 君 

 11番  長 根 和 夫 君      12番  工 藤 幸 子 君 

 13番  四 戸   清 君      14番  内 村 貞 子 君 

 15番  工 藤 和 夫 君      17番  佐々木 幹 夫 君 

18番  馬 場 又 彦 君      19番  日向端   猛 君 

 20番  立 花 寛 子 君      22番  大久保 俊 和 君 
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 24番  滝 田 米 作 君      25番  川守田   稔 君 

 26番  佐々木 金 嘉 君      27番  工 藤 久 夫 君 

 28番  坂 本 正 紀 君      30番  河 端 幸 蔵 君 

 31番  相 田 耕 作 君      32番  山 口 博 个 君 

 33番  沼 畑   繁 君      34番  小笠原 義 弘 君 

 35番  佐々木 元 作 君      36番  伊 達 一 夫 君 

 37番  金 沢 和 夫 君      39番  東   寿 一 君 

 40番  宮 野   正 君      41番  西 塚 芳 弥 君 

42番  野 田 清 八 君      43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  助     役  赤 石 武 城 君 

収入役兼掌助役  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 

企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  堀 内 冨士夫 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  佐々木 博 美 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  農 林 課 長  西 塚 友 雄 君 

商工観光課長  有 谷   隆 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

福地総合サービス課長  川 井 和 男 君  名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君 

南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君  出 納 室 長  坂 本 與志美 君 

名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君  老健なんぶ事務長  佐々木 利 文 君 

市  場  長  堀 内 誠 悦 君  総務課総務推進監  小萩沢 孝 一 君 

教 育 委 員 長  赤 平   實 君  教  育  長  角 濱 清 輝 君 

学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君  社会教育課長  工 藤 光 行 君 

選挙管理委員会委員長職務代理者  谷 内 弘 司 君  農業委員会会長  沼 畑 俊 一 君 

農業委員会事務局長  後 村 森 夫 君  代表監査委員  松 本 陽 一 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 
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事 務 局 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

主     査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（工藤久夫君） ただいまの出席議員数は38人でございます。定足数に達しておりますの

で、これより第５回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎議案第142号から議案第163号の委員長報告、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） お諮りいたします。 

 この際、日程第１、議案第142号から日程第22、議案163号までを会議規則第37条の規定により

一括議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１、議案第142号から日程第22、議案第163号までの平成17年度南部町各会計歳

入歳出決算認定について、議案22件を一括議題といたします。この議案22件については、決算特

別委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。委員長、山口博个君の登

壇を求めます。山口君。 

（決算特別委員会委員長 山口博个君 登壇） 

 

〇決算特別委員会委員長（山口博个君） おはようございます。決算特別委員会の報告をいたし

ます。 

 去る９月６日の本会議におきまして、本委員会に審査を付託されました議案第142号から議案

第163号までの平成17年度南部町各会計歳入歳出決算認定議案22件につきましては、９月６日、

７日に開催の本委員会におきまして慎重に審査した結果、全議案が原案のとおり認定されました
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ことをご報告いたします。 

 以上。 

 

〇議長（工藤久夫君） 決算特別委員長の報告が終わりました。委員会の審議結果は、議案第142号

から議案第163号まで、それぞれ原案のとおり認定であります。 

 これより質疑を省略し、討論に入ります。討論はありませんか。20番、立花寛子君。 

（20番 立花寛子君 登壇） 

 

〇20番（立花寛子君） 議案第142号、2005年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について討論

を行います。 

 財政問題を考えるとき、財政指標の数字だけにとらわれてもいけませんし、財政指標の数が高

いからといってすべてだめとも言えません。当町の示している数字が他町村と比較してどの辺に

位置しているか、またその数字の内容が何をあらわしているのか、分析に力を入れなければなり

ません。地方財政危機を宣伝する余り、切実な住民要求を抑え込む結果にならないように注意す

る必要があります。現在の財政状況は、合併したとはいえ、正確な決算は示されておりません。

財政危機を乗り切るには合併しかないと言って合併した現在の財政状況をしっかりつかみ、不要

不急の項目の見直し、不用額の洗い出し、建設費用の単価の適正化などを確認し、必要に応じ、

起債も活用して、若者の定住を図るため子育て支援に力を入れる予算編成にしてゆくことが求め

られております。以上の理由を述べ、反対討論といたします。 

 議案第147号、2005年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行いま

す。国保は、国民皆保険という考え方のもとで、他の公的医療保険に入っていない国民はすべて

加入しなければならない強制加入の国の制度です。ところが、余りに高い保険料のために納めら

れなくなった住民に対して、事実上、制度からの締め出しにも等しいやり方が強行されておりま

す。社会保障及び国民健康の向上に寄与することを目的とするとの原則に立つなら資格証明書、

短期保険証の交付をやめ、正規の保険証を発行すべきです。その上で、十分な納付相談を行うべ

きではないでしょうか。全国的に保険税の減免が行われています。法定減額制度のほかに、申請

減免の制度があります。首長の権限で、国保税の引き下げができます。ぜひ実施していただき、

国保加入者の負担を軽減することを求め、反対討論といたします。 

 議案第148号、2005年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。

老人医療費の有料化を実施するため、公的医療制度の抜本的改悪の突破口として老人保健法がつ
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くられました。75歳以上の高齢者を対象とした医療制度の創設は、全員からの保険料徴収と年金

からの天引き、支払えない人への保険証の取り上げなどの導入を計画しています。高齢者の長期

入院患者からの食費、居住費の自己負担化や療養病床の６割削減は患者を病院から締め出すもの

です。最も医療を求めている高齢者に負担を押しつけ、保険証１枚でどんな病気でもだれでも安

心して医療機関にかかることのできる公的保険制度の土台を壊すことは絶対に許されません。主

に政府の医療制度改革に反対していることを表明し、医療を破壊する法案は廃案にするしかない

ことを表明し、反対討論といたします。 

 議案第149号、2005年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。

保険料の負担に苦しみ、申請で取り残され、認定で１割が排除され、サービス利用で２割が利用

せず、利用者も平均で５割以下の利用で我慢し、支給限度額があるために十分サービスを受けら

れないという実態が全国的に存在しています。必要なとき、必要な介護が受けられるという社会

保険本来の機能から見てもほど遠いというのが介護保険の現実ではないでしょうか。こうした現

状から、利用料や保険料を減免する自治体がふえてきております。介護心中や介護殺人と思われ

る事件も後を絶ちません。医療保険の負担に反対する悲鳴もかつてなく大きなものになっており

ます。国が制度として住民税非課税者の保険料、利用料に対し、免除、軽減する措置を確立する

ことは最小限の課題ではありますが、町独自の施策を用意すべきです。以上の理由を述べ、反対

討論といたします。 

 以上で反対討論を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ほかに討論ございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより分別して採決いたします。最初に、議案第142号、平成17年度南部町一般会計歳入歳

出決算認定について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第142号は原案のとおり認定されました。 
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 次に、議案第143号、平成17年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について

から議案第146号、平成17年度南部町共同墓地公園特別会計歳入歳出決算認定についてまでの４

件を一括して採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第143号から議案第146号は原案のとおり認定されました。 

 次に、議案第147号、平成17年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてから

議案第149号、平成17年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてまでの３件を一括

して採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第147号から議案第149号は原案のとおり認定されました。 

 次に、議案第150号、平成17年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について

から議案第163号、平成17年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの14件

を一括して採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第150号から議案第163号は原案のとおり認定されました。 

                                           

 

◎南部町農業委員会委員の推薦について 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第23、南部町農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。 

お諮りいたします。推薦の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名
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推選にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、推薦の方法は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、小職議長において指名することにいたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、小職から指名することに決しました。 

 これより指名いたしますが、本件につきましては議会推薦の農業委員は３人とし、議会議員か

らは18番、馬場又彦君、42番、野田清八君を指名したいと思います。 

 よって、地方自治法第117条の規定により馬場又彦君、野田清八君は除斥の対象となりますの

で、退席を求めます。 

（18番 馬場又彦君 退席） 

（42番 野田清八君 退席） 

 

〇議長（工藤久夫君） お諮りいたします。 

 農業委員会等に関する法律第12条第１項第２号の規定による議会推薦の農業委員は３人とし、

南部町大字沖田面上村14番地、馬場又彦君、南部町大字平字野場４番地、野田清八君、南部町大

字苫米地字大在家14番地、苫米地春美氏を推薦したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員には馬場又彦君、野田清八君、苫米地春美氏を推薦することに決

しました。 

 ここで馬場又彦君、野田清八君の着席を求めます。 

（18番 馬場又彦君 着席） 

（42番 野田清八君 着席） 
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◎請願第１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第24、請願第１号、ふくちジャックドセンターに関する請願書を議

題といたします。本件は、農林商工常任委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の報告

を求めます。坂本正紀君。 

（農林商工常任委員会委員長 坂本正紀君 登壇） 

 

〇農林商工常任委員会委員長（坂本正紀君） 農林商工常任委員会の請願審査結果を報告いたし

ます。 

 去る９月１日の本会議において、本委員会に付託されました請願第１号、ふくちジャックドセ

ンターに関する請願書について、同日、本委員会を開催し、慎重に審査いたしました。審査結果

は、お手元に配付しております請願審査報告書のとおり、農業観光振興のため必要であると認め、

採択となりましたので、ご報告いたします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 農林商工常任委員長の報告が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、請願第１号は委員長の報告のとおり採択とすることに決しました。 



  

－  － 171 

                                           

 

◎陳情第４号の委員長報告、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第25、陳情第４号、町道相内103号線の拡幅改良舗装整備について

の陳情書を議題といたします。本件は、建設常任委員会に審査を付託しておりましたので、委員

長の報告を求めます。佐々木幹夫君。 

（建設常任委員会委員長 佐々木幹夫君 登壇） 

 

〇建設常任委員会委員長（佐々木幹夫君） 建設常任委員会の陳情審査結果を報告いたします。 

 去る９月１日の本会議において、本委員会に付託されました陳情第４号、町道相内103号線の

拡幅改良舗装整備についての陳情書について、同日、本委員会を開催し、慎重に審査いたしまし

た。審査結果は、お手元に配付してあります陳情審査報告書のとおり、道幅が狭く、緊急車両等

が通れないため、拡幅改良が必要であると認め、全会一致で採択となりましたので、ご報告をい

たします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 建設常任委員長の報告が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、陳情第４号は委員長の報告のとおり採択とすることに決しました。 
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◎陳情第５号の委員長報告、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第26、陳情第５号、義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員定数改

善計画の実施に関する意見書の提出を求める陳情書を議題といたします。本件は、教育民生常任

委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。山口博个君。 

（教育民生常任委員会委員長 山口博个君 登壇） 

 

〇教育民生常任委員会委員長（山口博个君） 教育民生常任委員会の陳情審査結果を報告いたし

ます。 

 去る９月１日の本会議において、本委員会に付託されました陳情第５号、義務教育費国庫負担

制度の堅持と教職員定数改善計画の実施に関する意見書の提出を求める陳情書について、同日、

本委員会を開催し、慎重に審査いたしました。審査結果は、お手元に配付しております陳情審査

報告書のとおり、教育水準を維持、向上をさせるために必要であると認め、採択となりましたの

で、ご報告いたします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 教育民生常任委員長の報告が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、陳情第５号は委員長の報告のとおり採択とすることに決しました。 

                                           

 

◎発議第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第27、発議第14号、義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員定数改

善計画の実施に関する意見書案を議題といたします。本案提出者の説明を求めます。山口博个君。 

（32番 山口博个君 登壇） 

 

〇32番（山口博个君） 発議第14号、義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員定数改善計画の実

施に関する意見書案について提案理由の説明をいたします。 

 この意見書は、義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員定数改善計画の実施に関する意見書の

提出を求める陳情書が本定例会で採択されましたので、関係大臣に送付するものであります。 

それでは、意見書を朗読いたします。 

 教育費予算は未来への先行投資であり、子どもたちが生まれ育ったとしても、ひとしく良質な

教育が受けられることは、憲法の保障するところであります。 

 これまでその根幹を成してきた義務教育費国庫負担金は、今年度から２分の１から３分の１に

変更され、財政難を抱える地方自治体にとっては、地方交付税に依存する度合いが高まることに

なりました。地方財政を圧迫させることなく全国的な教育水準を確保するためには、これ以上の

国庫負担金の削減はすべきではありませんし、教育の機会均等を保障するためにも義務教育費国

庫負担制度を堅持することは今こそ重要であります。 

 また、現在多くの都道府県で、児童生徒の実態に応じ、きめ細かな対応ができるようにするた

めに少人数教育が実施されており、具体的な教育効果に結びつくことが期待されています。しか

しながら、日本の教育予算は、ＧＤＰ比に占める教育費の割合や教員一人当たりの児童生徒数な

どに見られるように、ＯＥＣＤ諸国に比べてもまだまだ脆弱と言わざるを得ません。 

 このような状況を改善するためには、すみやかに教職員の定数改善を実施し、学校現場に必要

な教職員の人員・人材を確保することが必要であります。 

 以上の観点から、下記の事項について特段のご理解をいただきますよう、地方自治第99条の規

定により意見書を提出いたします。 

１．教育の機会均等を保障する義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 
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２．義務制第８次・高校第７次教職員定数改善計画を実施すること。また、自然減を上回る教

職員定数の削減を行うことなく、学校現場に必要な人員・人材を確保すること。 

 平成18年９月14日。提出者、南部町議会議員、山口博个。賛成者、南部町議会議員、伊達一夫、

同じく、夏坂清蔵、同じく、長根和夫、同じく、工藤幸子、同じく、工藤和夫、同じく、相田耕

作、同じく、小笠原義弘、同じく、佐々木元作、同じく、宮野正。 

 以上で意見書案の説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、発議第14号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎総務企画常任委員会報告 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第28、総務企画常任委員会の報告を求めます。委員長、金沢和夫君

の登壇を求めます。金沢君。 

（総務企画常任委員会委員長 金沢和夫君 登壇） 

 

〇総務企画常任委員会委員長（金沢和夫君） 総務企画常任委員会所管事務調査の報告をいたし
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ます。 

 当委員会は、去る６月29日、旧公共建造物と遊休用地の現状調査を実施いたしました。調査時

点で、使用されていない町所有の土地、建物は44件ありましたが、その中から旧町営住宅、統廃

合で廃校となった小中学校、保育所など、12カ所を選定し、視察をいたしました。 

 委員会の意見、要望を申し上げます。現在使用していない町所有の土地、建物については、既

存の建物のまま利用できる施設は少なく、現状の維持管理、多額の撤去費用、今後の活用方法な

ど、多くの問題があると思います。積極的に取り組む必要があります。特に統廃合による学校の

跡地については、町としましてもすぐに対応は難しいと思いますが、総合振興計画と土地利用計

画を策定するとのことでありましたので、計画的に進めていただきたい。また、土地利用の検討

委員会を立ち上げて、土地の売却代替や地域での有効活用など、地域住民の意見を聞きながら取

り組むことも必要ではないかと考えます。今後このまま放置しておくことは、景観を損ねること

でもありますので、速やかに対応していただくことを町当局に要望をしまして、総務企画常任委

員会の報告を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務企画常任委員長の報告が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決いたします。 

 総務企画常任委員会の報告を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、総務企画常任委員会の報告は承認することに決しました。 

                                           

 

◎農林商工常任委員会報告 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第29、農林商工常任委員会の報告を求めます。委員長、坂本正紀君
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の登壇を求めます。坂本君。 

（農林商工常任委員会委員長 坂本正紀君 登壇） 

 

〇農林商工常任委員会委員長（坂本正紀君） 農林商工常任委員会の報告をいたします。 

 最初に、所管事務調査の報告をいたします。当委員会は、去る７月３日に農林課主要事業の現

況調査を実施いたしました。調査は、５項目を選定し、１、福地ホワイト六片種、新たな振興に

ついて、２、高橋、片岸地区圃場整備事業、３、上名久井畑地帯総合整備事業、４、果樹振興支

援事業、若本観光さくらんぼ園、５、林道長谷線舗装事業、以上５項目をそれぞれ巡回して現地

視察いたしました。 

 委員会の意見、要望は、報告書に記載のとおりでございますので、詳細はごらんいただいて、

総括意見を申し上げます。現地を視察して感じたことは、当町の基幹産業である農業基盤の安定

を図るためにもぜひグリーンツーリズム事業を積極的に推進していただきたいと思いました。合

併しても町の財政は厳しい状況下にあると思いますが、四季折々の豊富な自然の恵みを生かし、

達者村や福地ホワイト六片種を広域的にＰＲして日本一の農業観光の町づくりを目指して頑張っ

ていただくことを切望し、所管事務調査の報告を終わります。 

 次に、視察研修の報告をいたします。去る７月19日から７月21日までの２泊３日の日程で建設

常任委員会と合同で視察研修を行いました。19日は、岩手県紫波町の中山間地域直接支払制度の

実施状況について視察研修を行いました。紫波町は、水稲、果樹、野菜、花、畜産物と他品目の

農産物を生産している農業の盛んな町で、中山間地域等直接支払制度を積極的に取り組んでいま

した。平成17年度に岩手県中山間地域モデル賞を受賞した水持集落の代表者から協定集落の組織

体制整備に際して工夫した点や組織体制の特徴について、また農道、水路等の共同草刈りなど、

協定に基づく共同取り組み活動の特徴と成果について説明を受け、当町の事業取り組みとの違い

や今後の課題等について意見交換をし、水持集落の現地視察を行いました。 

21日は、岩手県北上市にある県立農業ふれあい公園農業科学博物館を見学いたしました。岩手

の風土を背景にはぐくまれてきた農業の歴史や昔の農作業の様子、人々の暮らしなど、岩手農業

の現状を研修してまいりました。 

以上で農林商工常任委員会の報告を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 農林商工常任委員長の報告が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決いたします。 

 農林商工常任委員会の報告を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、農林商工常任委員会の報告は承認することに決しました。 

                                           

 

◎教育民生常任委員会報告 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第30、教育民生常任委員会の報告を求めます。委員長、山口博个君

の登壇を求めます。山口君。 

（教育民生常任委員会委員長 山口博个君 登壇） 

 

〇教育民生常任委員会委員長（山口博个君） 教育民生常任委員会所管事務調査の報告をいたし

ます。 

 当委員会は、去る７月10日に農業集落排水、公共下水道事業の現状調査と平良ヶ崎城跡の発掘

現地調査及び国史跡指定聖寿寺館跡土地公有化事業調査を実施いたしました。 

 最初に、農業集落排水、公共下水道事業について報告いたします。現地調査は、環境衛生課か

ら説明を受けて、苫米地地区農業集落廃水処理場の運転状況、上名久井地区農業集落廃水処理場

建設現場、公共下水道南部浄化センター建設予定地の３カ所を視察いたしました。 

 委員会の意見、要望を申し上げます。既に供用開始している苫米地、片岸、下名久井地区の農

業集落排水事業については、当初の計画で予定した加入率を達成するために加入促進を図ってい

ただきたい。今後予定されている福田、上名久井地区の農業集落排水事業と南部地区の公共下水

道事業については厳しい財政の中での事業であることから、加入促進はもちろんのこと整備後も

事業の成果、結果を的確に把握して、将来は町内全域にわたって整備に取り組んでいただきたい。 

 次に、平良ヶ崎城跡の発掘現地調査及び国史跡指定聖寿寺館跡土地公有化事業調査について報



  

－  － 178 

告いたします。調査は、社会教育課から説明を受けた後、それぞれの現地を調査いたしました。

旧南部中学校舎跡地にある平良ヶ崎城跡は、奥州の中世期を解明する上でも非常に重要な城館で

あることから、平成17年から３年計画で発掘を行っており、調査当日は猛暑にもかかわらず、一

生懸命発掘作業を行っておりました。平成16年９月に国史跡指定となった聖寿寺館跡は、単に城

館の現状保存にとどまらず、文化財としての価値を高め、理解を深め、地域住民がより親しみ、

活用できる史跡公園としても整備が進められるとのことであります。土地公有化事業に当たって

は、地権者の理解と協力、そして町当局の取り組みに対する努力に敬意を表するとともに、でき

るだけ早期の完成を望むものであります。完成の暁には、平泉に負けることのないくらいの日本

を代表する貴重な文化遺産になることを切望いたします。そして、議員全員が意識を高めるため

にも町名の由来を物語る南部藩発祥の地について勉強する機会を与えていただくことを町当局に

要望しまして、教育民生常任委員会の報告を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 教育民生常任委員長の報告が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決いたします。 

 教育民生常任委員会の報告を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、教育民生常任委員会の報告は承認することに決しました。 

                                           

 

◎建設常任委員会報告 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第31、建設常任委員会の報告を求めます。委員長、佐々木幹夫君の

登壇を求めます。佐々木君。 

（建設常任委員会委員長 佐々木幹夫君 登壇） 
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〇建設常任委員会委員長（佐々木幹夫君） 建設常任委員会の報告をいたします。 

 最初に、所管事務調査２件について報告をいたします。一つは、去る６月19日に行いました町

営住宅の現状調査についてであります。既存の町営住宅、今後建設予定地、分譲予定地、合わせ

て18カ所を建設課の説明を受けながら現地視察しました。 

 委員会の意見、要望は、報告書に記載のとおりでございますので、詳細はごらんいただいて、

総括意見を申し上げます。今後建設予定の住宅については、入居者からアンケートをとり、住宅

マスタープランに意見、要望を反映させていただきたいと思います。住宅使用料については、滞

納者が年々ふえている状況であります。善良な入居者との不均衡を生じないためにも滞納整理に

努力をしていただくことを切に要望いたします。住宅周辺の環境整備については、周辺の田畑に

物が投げ捨てられているところや道路に雑草が生え茂ったままのところも見受けられるので、注

意を促して環境整備をしていただきたいと思います。町営住宅の現状調査については、以上でご

ざいます。 

 次に、７月31日に行いました建設課関係主要事業の現状調査について報告いたします。本年度

の建設課主要事業の中から福地地区はあかね団地内道路舗装改修工事ほか４カ所、名川地区は青

鹿長根飛鳥線道路改修工事ほか２カ所、南部地区は沖田面62号線道路維持工事ほか３カ所を建設

課の説明を受けながら現地視察いたしました。 

 委員会の意見、要望は、報告書に記載のとおりでございますので、詳細はごらんいただいて、

総括意見を申し述べます。今年度の建設課関係の主要事業は、ほとんどが継続事業で取り組みは

順調に進んでいますが、４点ほど町当局に要望を申し上げます。 

一つ、工事発注は、地域活性化のためにできるだけ地域の業者を選定していただきたい。 

二つ、道路舗装工事は、コンクリート舗装の利点も踏まえながら、交通量、地盤などの道路事

情に合わせてアスファルトとコンクリートの使い分けを検討していただきたい。 

三つ、一部の工事現場で工事請負金額が表示されているが、町民へ情報公開するためにもすべ

ての工事に表示をしていただきたい。 

四つ、今後は道路改良工事だけでなく、道路維持管理、穴埋め、除草等でございますが、ふえ

ると予想されます。特に道路の除草については、主要道路は町で対応すると思いますが、地域で

対応できる道路は町民の協力を得ながら経費の一部でも助成して、今後取り組む必要があると思

います。以上のことを要望いたしまして、所管事務の報告を終わります。 

 次に、視察研修の報告をいたします。去る７月19日から21日までの２泊３日の日程で、農林商




